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照古苑ひまわりホームデイサービス運営規程 

 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、社会福祉法人白日会

が運営する照古苑ひまわりホームデイサービス（以下「事業所」という。）が行

う指定地域密着型通所介護事業及び指定第１号通所事業（通所型サービス現行

相当）（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運

営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者（以下「要介護状

態等」という。）にある高齢者に対し、適切な指定地域密着型通所介護及び第１

号通所事業（通所型サービス現行相当）（以下「通所介護等」という。）を提供

することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用できるように、

情報を提供するとともに、利用者には、サービス計画に基づき、可能なかぎり

日常生活上の世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び精神

的負担の軽減を図るよう支援することを目指す。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスを提供するよ

うに努める。 

３ 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び利用者の家庭との結びつきを重視し

た運営を行うとともに、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

居宅サービス事業者、介護保険施設その他の保健・医療・福祉サービス、住民

による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行

う者等を提供する者との密接な連携に努める。 

４ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。  

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称 照古苑ひまわりホームデイサービス 

（２）所在地 熊本県宇土市松山町１９８８番地 

 

（通所介護等の利用定員） 

第４条 通所介護等の利用定員は、指定地域密着型通所介護又は第１号通所事業

（通所型サービス現行相当）の利用者を合計した１８人とする。 
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（定員の遵守） 

第５条 災害等やむを得ない場合を除き、利用定員を超えて利用させない。 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第６条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １人 

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該

事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 

（２）生活相談員 １人以上 

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護等の業務

に従事するとともに、事業所に対する通所介護等の利用の申込に係る調整の補

助、及び他の従事者と協力して通所介護計画及び第１号通所事業（通所型サー

ビス現行相当）計画書（以下「通所介護計画等」という。）の作成の補助等を

行う。 

（３）機能訓練指導員 １人以上 

機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導

に当たる。 

（４）介護職員  ３人以上 

介護職員は、通所介護等の業務に当たる。 

（５）看護職員  １人以上 

看護職員は、健康管理の業務に当たる。 

 

第３章 利用者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用 

 

（営業日及び営業時間）  

第７条 事業の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、１２月３１日から翌１月

２日までを除く。 

（２）営業時間 ８時１５分～１７時１５分まで 

（３）サービス提供時間 ８時１５分～１６時１５分まで 

 

（内容、手続きの説明並びに同意及び契約） 

第８条 事業所は、サービス提供の開始に際して、あらかじめ利用申込者又はそ

の家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他の利用申込者の選択
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に資すると認められる利用上の重要事項を記載した文書を交付し説明を行い、

利用者の同意を得た上で契約を締結する。 

 

（受給資格等の確認） 

第９条 利用者からサービスの提供を求められたときは、その被保険者証によっ

て、被保険者資格、要支援又は要介護認定の有無及び要支援又は要介護認定の

有効期間を確かめる。 

２ 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合は、その意見に配

慮したサービスを提供する。 

 

（サービスの質の向上の措置） 

第１０条 事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にサービ

スを受ける者の立場で、公正かつ適切な方法によりサービスを提供する。 

 

（サービスの取り扱い方針） 

第１１条 事業所は、可能なかぎりその居宅において、要介護状態等の維持、も

しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うこと

で、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、利用者の生活機能の維持、又は

向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援する。 

２ サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状況等について把握する

とともに、サービス内容の確認を行う。 

３ 事業所は、サービスを提供するに当たって、その通所介護計画等に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮する。 

４ 事業所は、サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又は

その家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行う。 

５ 事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、介護計画及び提供

サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとします。 

 

（緊急やむを得ない身体拘束） 

第１２条 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために、第２

項及び第３項に定めるところにより、やむを得ない身体拘束をすることができ

る。 

２ やむを得ない身体拘束をしようとするときは、次の各号に定める要件を充た

さなければならない。 

（１）利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされるおそれが

あること 

（２）身体拘束その他の行動制限以外に代替する介護方法がないこと 
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（３）身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

３ やむを得ない身体拘束をしようとするときは、事前に「照古苑身体拘束の廃

止を検討する委員会」の承認を受けなければならず、また、利用者・家族には

その理由、内容、時間等について詳細な説明をし、その理解を得るよう努めな

ければならない。 

４ やむを得ない身体拘束をしたときは、利用者の心身の状態、拘束の理由、内

容、時間等を記録しなければならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１３条 通常の事業の実施地域は、宇土市とする。 

 

（利用料及びその他の費用） 

第１４条 通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は宇土市

が定める額とし、当該通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、利用

者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 

２ 事業所は、前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。 

（１）食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費用相当額） 

食事サービス  一食６００円 

（２）おむつ代        １枚８０円 

尿取りパッド      １枚２０円 

（３）その他、事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必

要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるも

の 実費 

３ サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容

及び費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得る。 

４ 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料（個別の費用ご

との区分）について記載した領収書を交付する。 

５ 利用期日に利用の中止を申し出た場合は、利用者から取消料の支払いを受け

ることができる。ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この

限りでない。 

 

（利用料の変更） 

第１５条 事業所は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化

その他やむを得ない事由がある場合は、前条第２項に規定する利用料を変更す

ることができる。 

２ 事業所は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家

族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得
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るものとする。 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１６条 法定代理受領サービスに該当しないサービスの費用の支払を受けた場

合には、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に交付する。 

 

第４章 事業所利用に当っての留意事項 

 

（禁止行為） 

第１７条 利用者は、事業所内で次の行為をしてはならない。 

（１）宗教や信仰の違い等で他人を攻撃し、又は自己の都合で他人の自由を侵す

こと 

（２）喧嘩、口論、泥酔等で他の利用者等に迷惑を及ぼすこと 

（３）指定した場所以外で火気を用いること 

（４）故意に事業所・設備若しくは物品に損害を与え、又はこれを持出すこと 

 

第５章 非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第１８条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、避難に関する計画を作成

する。 

２ 非常災害に備え、少なくとも６ヶ月に１回は、避難、救出その他必要な訓練

を行う。 

 

第６章 設備に関する事項 

 

（設備及び備品等） 

第１９条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほ

か、消火設備並びにサービスの提供に必要な設備及び備品等を備える。 

（１）食堂及び機能訓練室はそれぞれ必要な広さを有するものとし、その合計し

た面積は３平方メートルに利用者定員を乗じて得た面積以上とする。 

（２）上記にかかわらず、食堂及び機能訓練室は食事の提供の際にはその提供に

支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保する。 

（３）相談室は遮へい物設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されて

いることとする。 
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第７章 虐待防止に向けた体制 

 

（虐待防止に向けた体制） 

第２０条 虐待発生の防止に向け、次の各号に定める事項を実施する。また、こ

れらの措置を適切に実施するため権利擁護・虐待防止マニュアルを整備し、

権利擁護・虐待防止委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（１）委員会は、虐待防止に向けての現状把握及び改善についての検討、相談窓

口の設置、虐待（疑い含む）発生時における対応、虐待防止に関する職員へ

の指導、研修会等を行う。 

（２）虐待(疑い含む)が発生した場合は、管理者は速やかに市町村等関係者に報

告を行い、利用者の安全を第一に配慮する。虐待と判断される場合、組織と

して発生要因を明らかにし、解消が確認できるまで対応する。再発防止に向

けた取組を行う。 

 

第８章 その他事業所の運営に関する重要事項 

 

（利用者に関する保険者への通知） 

第２１条 利用者が、次の各号に該当する場合には、遅滞なく意見を付してその

旨を保険者に通知する。 

（１）正当な理由なく、サービス利用に関する指示に従わないことにより、要介

護状態等の過程を悪化させたと認められるとき 

（２）偽り、その他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしている

とき 

 

（勤務体制の確保等） 

第２２条 利用者に適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定める。 

２ サービスの提供は事業所の職員によって行う。ただし、利用者の処遇に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 職員の資質向上を図るため、採用時及び採用後、定時に、事業所内及び外部

における十分な研修の機会を設ける。 

 

（記録の整備） 

第２３条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２ 事業所は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結

の日から５年間保存する。 
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（衛生管理等） 

第２４条 事業所は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる

とともに、医薬品・医療器具の適正な管理を行う。 

２ 事業所は、感染症又は食中毒の発生又は蔓延を防ぐために、次の各号に掲げ

る措置を講じる。 

（１）事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、職員に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施する。 

 

（重要事項等の掲示） 

第２５条 事業所は、事業所内の見やすい場所に規程の概要、職員の勤務体制、

協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項（以下、「重要事項

等」という。）を掲示する。 

２ 前項にかかわらず、重要事項等を記載したファイル等を、自由に閲覧できる

形で備え置くことができる。 

 

（誇大広告の禁止） 

第２６条 事業所は、その提供する福祉サービスについて広告するときは、広告

された福祉サービスの内容、その他の厚生労働省令で定める事項について、著

しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若し

くは有利であると人を誤認させるような表示はしない。 

 

（秘密保持等） 

第２７条 事業所の職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業所は、当該事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、

あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第２８条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用者を事業所に紹介
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することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。 

 

（苦情解決） 

第２９条 事業所が提供するサービス及び事業所が取得した個人情報に関し、利

用者から苦情の申出があったときは、社会福祉法人白日会苦情解決規程により

苦情を適切かつ迅速に処理し、利用者の権利を擁護するとともにその満足度の

向上を図るものとする。 

２ 提供するサービスに関して、保険者からの文書の提出、提示を求め、又は保

険者からの質問、紹介に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。 

３ サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調

査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場

合は、それに従い必要な改善を行う。 

 

（地域との連携） 

第３０条 運営に当たって、地域住民又その自発的な活動との連携及び協力を行

うなど、地域との交流に努める。 

２ 通所介護等の提供に当っては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表、本

事業所が所在する市町村の職員又は本事業所が所在する区域を管轄する地域包

括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により

構成される協議会（以下この頃において「運営推進会議」という。）を設置し、

おおむね６カ月に１回以上運営推進会議に対し、活動状況等を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を

聞く機会を設ける。 

３ 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言についての記録を作成するとともに

当該記録を公表する。 

 

（緊急時の対応） 

第３１条 事業所は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変

が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は予め事業所が定めた

協力医療機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

 

（事故発生時の対応） 

第３２条 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに保険者、家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かに行う。ただし、事業所の責めに帰すべからざる事由による場合はこのかぎ

りではない。 
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（業務継続計画の策定等）  

第３３条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じる。  

２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施する。  

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行う。  

 

（会計処理） 

第３４条 事業の会計は、社会福祉法人白日会経理規程の定めるところにより処

理する。 

 

（諸記録等の整備） 

第３５条 事業所は、業務運営の内容を明確にするため、従事者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しなければならない。 

２ 事業所は、利用者に対する通所介護等の提供に関する記録を整備しなければ

ならない。 

３ 前２項に定める諸記録等の保存期間は、社会福祉法人白日会文書取扱規程第

２２条に定めるところによる。 

４ 第１項に定める諸記録等は磁気ファイル化することができるものとする。 

 

（法令との関係） 

第３６条 この規程に定めのないものについては、老人福祉法、介護保険法、個

人情報の保護に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術に関する法律並びにこれらの法律の政令及び省令の定めるところに

よる。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年１０月１５日から施行する。 

附 則 

 この改正規定は、平成２７年１月１日から施行する。 

（主な改正点：第４条利用定員の変更１０人→１５人 第６条職員定数の変更） 

  附 則 

 この改正規定は、平成２７年６月１日から施行する。 
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（主な改正点：第 4 条利用定員の変更１５人→２０人 第６条職員定数の変更） 

  附 則 

 この規程は、平成２７年９月１日から施行する。 

（主な改正点：第１３条 実施地域の変更 宇城市（三角町を除く。）、熊本市南

区富合町の追加 第２２条 保存期間の変更 ２年間→５年間） 

  附 則 

 この規程は、平成２７年９月２９日から施行し、第１４条第１項の規定は平成

２７年８月１日から適用する。 

（主な改正点：第１４条第１項利用料の改正 第２７条個人情報の利用目的の削

除 その他条文の整備） 

  附 則 

 この規程は、平成２８年１０月１日から施行する。 

（主な改正点：宇土市介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴う改正。第１条、

第２条第３項、第４条、第６条、第１４条他） 

  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（改正点：第４条定員２０人→２５人） 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

（改正点：条文の整備） 

附 則 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。（主な改正点：第１４条第２項

食費の改正） 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。（主な改正点：第１４条第５項取

消料の追加） 

附 則 

この規程は、令和２年１０月１日から施行する。（改正点：定員２５人→３０人、

介護職員２人→４人） 

附 則 

この規程は、令和３年１２月１日から施行する。（主な改正点：第７章虐待防止

に向けた体制の追加、第２５条運営規程等の掲示の改正） 

附 則 

この規程は、令和５年１２月１日から施行する。（改正点：第７条営業日の変更） 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
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この規程は、令和６年１０月１日から施行する。（地域密着型通所介護に変更） 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１ 

〔法人関係諸帳簿〕 

法人運営関係 経理関係 

定款 

定款（変更）認可書 

理事会議事録 

評議員会議事録 

役員名簿 

委嘱状（役員） 

就任承諾書（役員） 

履歴書（役員） 

否欠格者たる申立書（役員） 

人事関係綴 

事業計画 

事業報告 

監事監査報告書 

決裁規程 

役員報酬規程 

公印管理規程 

自動車運行管理簿 

経理規程 

経理規程施行細則 

辞令控（会計責任者等） 

収支（補正）予算書 

財産目録 

貸借対照表 

収支決算書 

決算付属明細書 

月次報告書 

固定資産台帳 

備品台帳 

仕分伝票・勘定票・総勘定元帳 

小口現金出納帳 

未収金台帳 

未払金台帳 

預かり金台帳 

物品不用決定調書 
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別表２ 

〔施設運営関係諸帳簿及び書類〕 

施設認可届出書 

運営規程 

常勤職（非常勤）就業規則 

給与規則 

旅費規程 

常勤職（非常勤）育児・介護休業規

程 

文書取扱規程 

防災対策規程 

被服貸与規程 

非常勤医師契約書 

住居届綴・通勤届綴 

扶養届綴 

勤務割表 

旅行・時間外命令簿 

休暇届綴 

職務分担表 

職員会議録 

時間外及び休日労働に関する協定書 

賃金控除に関する協定書 

退職共済関係綴 

労働保険関係綴 

賃金台帳 

職員健康診断書綴 

事務日誌 

避難訓練実施計画 

防火管理者選任届控 

消防用設備等点検結果記録 

感染症予防対策マニュアル 

別表３ 

〔利用者処遇関係諸帳簿及び書類〕 

利用者台帳 

ケース記録 

処遇計画書 

医薬品受払簿 

利用者健康診断記録 

介護職員日誌 

給食日誌 

給食予定献立表 

栄養状況報告書 

在庫食品受払簿 

給食材料納品書綴 

業務日誌・施設内診療記録簿 

 

 


